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「
限
度
額
認
定
証
」
の
更
新
に
つ
い
て

　　
負
担
額
の
減
額
認
定
を
受
け
た
人
に
は
、

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
を
交
付
し

て
い
ま
す
。
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
は

低
所
得
の
人
が
、
介
護
保
険
3
施
設
（
介
護
老

人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
療

養
型
医
療
施
設
）
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用

す
る
時
に
食
費
や
部
屋
代
の
軽
減
を
受
け
る
た

め
の
も
の
で
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
（
日
）
ま
で
で
す
。

す
で
に
認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
7
月
中

に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
介
護
保
険
課

ま
た
は
各
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
規
で
認
定
を
受
け
た
い
人
は
、
介
護
保
険

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

8
月
か
ら
非
課
税
年
金（
遺
族
年
金
・
障
が

い
年
金
）が
収
入
の
要
件
に
加
わ
り
ま
す

　

今
回
の
改
正
で
は
、
自
宅
で
暮
ら
す
人
、
保

険
料
を
負
担
す
る
人
、
老
齢
年
金
を
受
給
し
て

Information' s
くらしのおしらせみとよ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ▲

問い合わせ　介護保険課　☎73－3017　

▲

問い合わせ　健康課　☎73－3014

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

　

次
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
と
き
は
、

届
け
出
が
必
要
で
す
。
届
け
出
に
は
、
個
人
番

号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
の
記
入
が
必
要
で
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド
な
ど
、
個
人

番
号
が
確
認
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
は

更
新
の
申
請
が
必
要
で
す

　

限
度
額
適
用
認
定
証
を
医
療
機
関
で
提
示
す

る
と
、
入
院
・
通
院
時
に
窓
口
で
支
払
う
金
額

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
7

月
31
日
（
日
）
ま
で
で
す
。
自
動
更
新
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
必
要
な
人
は
健
康
課
ま
た
は

各
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険

　

被
保
険
者
証

・
印
鑑

交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
は

傷
病
届
の
提
出
が
必
要
で
す

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
傷
病
を
受
け

た
場
合
も
、
国
保
で
保
険
診
療
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
は
、「
第
三
者
行
為
に

よ
る
傷
病
届
」
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

交
通
事
故
の
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取

っ
た
り
、
示
談
で
済
ま
せ
た
り
す
る
と
、
国
保

が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
健
康
課
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
事
故
証
明
書
（
人
身
事
故
用
）

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑

8
月
1
日
か
ら
「
ひ
と
り
親
家
庭
」

「
重
度
心
身
障
が
い
者
」
医
療
費

支
給
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　

8
月
診
療
分
か
ら
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
」
お
よ
び
「
重
度
心
身
障
が
い
者
等
医
療
費
」

は
、
県
内
全
域
の
医
科
、
歯
科
、
調
剤
、
訪
問

看
護
で
医
療
機
関
窓
口
で
の
保
険
診
療
自
己
負

担
分
の
支
払
い
が
な
く
な
り
ま
す
（
現
物
支
給
）。

※
接
骨
、
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
で
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
人

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
医
療
機
関

窓
口
で
自
己
負
担
分
を
支
払
い
、
申
請
に
よ

り
医
療
費
を
支
給
し
ま
す
（
償
還
払
い
）。

制
度
変
更
に
伴
う
手
続
き

　

子
ど
も
医
療
（
乳
幼
児
を
除
く
）
の
対
象
で
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
、
重
度
心
身
障
が
い

者
等
医
療
費
の
対
象
者
は
、
資
格
変
更
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
が
遅
れ
る
と
医
療
費

の
現
物
支
給
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者
に
は
別
途
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

受
給
資
格
者
証
に
つ
い
て

　

8
月
1
日
か
ら
使
用
す
る
受
給
資
格
者
証
は

7
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
新
し
い
受
給
資
格

者
証
に
は
現
物
支
給
に
必
要
な
公
費
負
担
者
番

号
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
を

受
診
す
る
と
き
は
保
険
証
と
併
せ
て
受
給
資
格

者
証
を
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

届
け
出
に
必
要
な
も
の

制
度
変
更
に
伴
う
手
続
き

受
給
資
格
者
証
に
つ
い
て

い
る
人
と
の
公
平
性
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
、

食
費
や
部
屋
代
の
負
担
軽
減
措
置
の
利
用
者

負
担
段
階
の
判
定
に
、
非
課
税
年
金
（
遺
族

年
金
・
障
が
い
年
金
）
も
含
め
る
よ
う
見
直

し
を
行
い
ま
す
。

介護保険負担限度額認定証の更新の時期です くらしくらし 健康課からのお知らせ

・ほかの市区町村の転出証明書
・印鑑

ほかの市区町村から転入してきた
とき

・被扶養者でない理由の証明書
・印鑑

・国保と職場の健康保険の両方の保険証
　（後者が未交付の場合は、加入したこと
　を証明するもの）　・印鑑

・保険証　・印鑑
・在学を証明できるもの（学生証など）

・身分を証明するもの（免許証など）
・印鑑

・職場の健康保険をやめた証明書　・印鑑

・母子健康手帳　・印鑑

・保険証　・印鑑

就学のため、別の住所を
定めるとき

職場の健康保険の被扶養者に
なったとき

保険証を失くしたとき
（汚れて使えなくなったとき）

職場の健康保険をやめたとき

子どもが生まれたとき

ほかの市区町村に転出するとき

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者から
はずれたとき

国保に加入
するとき

国保を
やめるとき

その他

こんなとき 届け出に必要なもの

対　　　　　象　　　　　者
利 用 者
負担段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

負　担　限　度　額（日額）

負　担　限　度　額　な　し

部　　屋　　代
食費ユニット型

個室
ユニット型
準個室

従来型
個室 多床式

0円 300円820円 490円 490円
（320円）

370円 390円820円 490円 490円
（420円）

370円 650円1，310円 1，310円 1，310円
（820円）

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市町
村民税を課税されていない人で、老齢福祉年金を受給
している人
・生活保護などを受給している人

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を含む）が市町
村民税を課税されていない人で、上記第２段階以外の
人

・上記以外の人

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者
を含む）が市町村民税を課税されていな
い人で、合計所得金額と課税年金収入額と
非課税年金収入額の合計が年間80万
円以下の人

か
つ
、
預
貯
金
な
ど
が

単
身
で
1
，
0
0
0
万
円

（
夫
婦
で
2
，
0
0
0
万
円
）
以
下

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、（　　）内の金額となります。

平成28年
8月から
変わります

Ｑ
ど
の
よ
う
に

　
　

変
わ
る
の
で
す
か
？

Ａ
利
用
者
負
担
段
階
第
2
段
階
の

　
　

人
に
対
し
て
、
平
成
28
年
8
月

か
ら
非
課
税
年
金
（
遺
族
年
金
と
障

が
い
年
金
）
収
入
も
含
め
て
判
定
し

ま
す
。

Ｑ
非
課
税
年
金
収
入
が
多
い
場

　
　

合
は
食
費
や
部
屋
代
の
負
担

軽
減
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
の
で

す
か
？

Ａ
非
課
税
年
金
を
含
め
た
収
入
が

　
　

80
万
円
を
超
え
る
人
に
つ
い
て

は
、
負
担
限
度
額
が
第
2
段
階
か
ら

第
3
段
階
に
な
り
ま
す
が
、
負
担
軽

減
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

認定証はクリーム色の
ものです


